
議案第３５号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  令和４年３月３１日提出 

 

 大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、国民健康保険の保険税負担の公平性の確保を図るため、

この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただし

書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第２６条第１項中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」

に改める。 

附則第４項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６５万円を超える場合にお

いては、基礎課税額は６５万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６３万円を超える場合にお

いては、基礎課税額は６３万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が２０万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１９万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１９万円とする。 

４ 略 ４ 略 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６５万円を超える場合に

は、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２０

万円を超える場合には、２０万円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７

万円）の合算額とする。 

第２６条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６３万円を超える場合に

は、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１９

万円を超える場合には、１９万円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７

万円）の合算額とする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

２ 略 ２ 略 

  附 則   附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

- 3 -



 

新 旧 

税の課税の特例） 税の課税の特例） 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２６条第１項の

規定の適用については、同項中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２６条第１項の

規定の適用については、同条中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

国民健康保険の保険税負担の公平性の確保を図るため、基礎課税額及び後期高

齢者支援金等課税額の課税限度額の改正を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

○国民健康保険税の課税限度額 

 改正前 改正後 条 項 

基礎課税額 ６３万円 ６５万円 
第２条第２項、第２６条 

【改正あり】 

後期高齢者支援金等課税額 １９万円 ２０万円 
第２条第３項、第２６条 

【改正あり】 

介護納付金課税額 １７万円 １７万円 
第２条第４項、第２６条 

【改正なし】 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

この条例は、令和４年４月１日から施行します。 

 

(2) 適用区分 

この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例によります。 
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